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福 
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◆
◆
◆

児
童
扶
養
手
当
の
支
給

父
母
の
離
婚
・
死
亡
な
ど
で
、
父
ま
た

は
母
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
な
い
児
童

（
18
歳
に
達
す
る
日
以
降
の
最
初
の
3
月

31
日
ま
で
の
間
に
あ
る
者
、
ま
た
は
20
歳

未
満
で
一
定
の
障
害
の
あ
る
者
）
が
育
成

さ
れ
る
ひ
と
り
親
家
庭
な
ど
の
生
活
の
安

定
と
自
立
を
助
け
、
児
童
の
福
祉
の
増
進

を
図
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
、
支
給
す
る

手
当
で
す
。

●
手
当
を
受
け
る
に
は

必
要
書
類
を
添
え
て
申
請
が
必
要
で

す
。
申
請
者
や
生
計
同
一
の
扶
養
義
務
者

の
所
得
状
況
に
よ
っ
て
支
給
制
限
が
あ
り

ま
す
。

※
請
求
者
ま
た
は
児
童
が
公
的
年
金
給
付

な
ど
を
受
給
し
て
お
り
、
そ
の
額
が
児

童
扶
養
手
当
の
額
よ
り
低
い
場
合
は
、

差
額
分
の
児
童
扶
養
手
当
を
受
給
す
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

・
次
の
場
合
は
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

①
児
童
や
父
（
母
）
な
ど
が
日
本
国
内
に

住
ん
で
い
な
い
と
き
。

②
児
童
が
里
親
に
委
託
さ
れ
た
り
、
児
童

福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し
て
い
る
と
き
。

③
父
（
母
）
が
婚
姻
し
て
い
る
と
き
。

※
婚
姻
の
届
け
出
を
し
て
い
な
い
が
、
事

実
上
の
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ

る
場
合
を
含
む
。

④
請
求
者
が
父
（
母
）
の
場
合
、
児
童
が

母
（
父
）
と
生
計
を
同
じ
く
し
て
い
る

と
き
。

※
父
（
母
）
障
害
該
当
の
場
合
を
除
く
。

●
令
和
8
年
度
（
2
0
2
6
年
度
）
手

当
支
給
月
額

・
児
童
1
人
目

　
【
全
部
支
給
】
4
万
8
0
5
0
円

　
【
一
部
支
給
】
4
万
8
0
4
0
円
～

1
万
1
3
4
0
円

・
児
童
2
人
目
以
降

　
【
全
部
支
給
】
1
万
1
3
5
0
円

　
【
一
部
支
給
】
1
万
1
3
4
0
円
～

5
6
8
0
円
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ご
存
じ
で
す
か
？ 
こ
の
手
当

【
特
別
児
童
扶
養
手
当
】

20
歳
未
満
で
、
身
体
や
知
的
ま
た
は
精

神
に
中
程
度
の
障
害
、
も
し
く
は
長
期
に

わ
た
る
安
静
を
必
要
と
す
る
症
状
に
あ
た

る
児
童
を
監
護
し
て
い
る
方
に
支
給
す
る

手
当
で
す
。

●
対
象
者
／
右
に
記
載
の
児
童
を
監
護
し

て
い
る
父
も
し
く
は
母
、
ま
た
は
父
母
に

代
わ
っ
て
児
童
を
養
育
し
、
主
と
し
て
対

象
児
童
の
生
計
を
維
持
し
て
い
る
方
。

●
手
当
支
給
月
額（
令
和
8
年（
2
0
2
6

年
）
4
月
分
～
）

・
1
級
／
5
万
8
4
5
0
円

・
2
級
／
3
万
8
9
3
0
円

●
支
給
月
／
4
月
・
8
月
・
12
月

※
次
の
場
合
は
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

①
児
童
が
日
本
国
内
に
住
ん
で
い
な
い
と
き
。

②
児
童
が
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

③
児
童
が
児
童
福
祉
施
設
な
ど
に
入
所
し

て
い
る
と
き
。

【
特
別
障
害
者
手
当
】

20
歳
以
上
で
、
身
体
や
知
的
ま
た
は
精

神
に
著
し
く
重
度
の
障
害
が
あ
る
状
態
の

た
め
に
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別

の
介
護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
方
に
支
給

す
る
手
当
で
す
。

●
手
当
支
給
月
額（
令
和
8
年（
2
0
2
6

年
）
4
月
分
～
）
／
3
万
4
5
0
円

●
支
給
月
／
2
月
・
5
月
・
8
月
・
11
月

※
次
の
場
合
は
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

①
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き
（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
は
除
く
）。

②
病
院
に
3
カ
月
以
上
入
院
し
て
い
る
と
き
。

【
障
害
児
福
祉
手
当
】

20
歳
未
満
で
、
身
体
や
知
的
ま
た
は
精

神
に
重
度
の
障
害
が
あ
る
状
態
の
た
め

に
、
日
常
生
活
に
お
い
て
常
時
特
別
の
介

護
を
必
要
と
す
る
在
宅
の
児
童
に
支
給
す

る
手
当
で
す
。

●
手
当
支
給
月
額
（
令
和
8
年
（
2
0
2
6

年
）
4
月
分
～
）
／
１
万
6
5
6
0
円

●
支
給
月
／
2
月
・
5
月
・
8
月
・
11
月

※
次
の
場
合
は
手
当
を
受
け
る
こ
と
が
で

き
ま
せ
ん
。

①
施
設
に
入
所
し
て
い
る
と
き
（
シ
ョ
ー

ト
ス
テ
イ
は
除
く
）。

②
児
童
が
障
害
を
支
給
事
由
と
す
る
公
的

年
金
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
る
と
き
。

手
当
を
受
け
る
に
は
、
申
請
が
必
要
で

す
。
ま
た
い
ず
れ
の
手
当
も
、
所
得
に
よ

る
支
給
制
限
が
あ
り
ま
す
。
詳
し
く
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

ま
た
、
既
に
こ
れ
ら
の
手
当
を
受
け
て

い
る
場
合
、
手
当
に
応
じ
て
、
さ
ま
ざ
ま

な
届
け
出
を
す
る
義
務
が
あ
り
ま
す
。「
障

害
程
度
に
変
更
が
あ
っ
た
」「
住
所
・
氏

名
を
変
更
し
た
」「
振
込
口
座
を
変
更
し

た
い
」「
所
得
の
高
い
扶
養
義
務
者
と
同

居
ま
た
は
別
居
す
る
よ
う
に
な
っ
た
」
な

ど
の
場
合
は
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。

届
け
出
が
遅
れ
た
り
届
け
出
を
し
な

か
っ
た
り
し
た
と
き
は
、
支
給
さ
れ
な
く

な
る
場
合
や
支
給
が
遅
れ
る
場
合
、
手
当

を
返
還
し
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
。必
ず
忘
れ
ず
に
届
け
出
て
く
だ
さ
い
。
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